≪　募　集　要　領　≫
厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業
がん医療水準均てん化研修会等
１　研修会の目的
厚生労働科学研究（がん臨床研究）の研究成果等をもとに、がん医療分野の医師、看護師等医療従事者に対する研修や、関係の深い分野の専門的研究を行っている研究者等に向けた研修会や講演会等を開催することにより、がん医療水準の地域格差是正を図る一方、厚生労働科学研究（がん臨床研究）を一層推進することを目的とする。
２　応募資格
当該研究の平成21年度に研究を終了した研究代表者または研究分担者（以下「研究者」という）および平成22年度の研究者。
３　研修等の内容
（１）　がん医療従事者向け研修の内容は、応募した研究者の研究成果に関連した内容を含むもの、あるいは当該研究に関係の深い研究分野の研究成果や、当該研究と密接に関連している他省庁等の研究成果に関連したものとする。
（２）　研究者向け研修会・講演会の内容は、おもに応募した研究者の研究成果に関連したもので、当該研究に関係の深い研究分野の研究に関する特別講演、当該研究と密接に関連している他省庁等の研究成果の発表・シンポジウム等、発表会の内容に幅を持たせることにより普及啓発の効果が高まることが期待されるものとする。
（３）　研修会の開催にあたっては、共催団体の経費の全部または一部として協会からの交付額を充当することは認められない。
４　実施方法
（１）　開催者（研究者）自らが実施する場合
　　　　　研修会の開催は、開催者自らが企画立案して運営し、協会から交付され
る経費の支出は自らが行うこと。
（２）　学会、協会等と共催する研修会の場合
ア　より効果的な普及啓発等を目指し、学会および定期的学術集会、協会等の全国大会または地方会等のプログラムの一部として実施する場合の経費の支出は、当研修会プログラムの費用に限定される。
なお、学会等の費用と区分できない場合は、（例：会場費、運営費等）学会等の全体の経費に対する研修会の割合により算出してください。
イ　当研修会の開催に係る経費（会費、分担金等）を別途徴収しないでください。
（３） 研修会を企画するにあたっては、演者は複数（一施設に偏らないことが望ましい）とする。
（４）　研修会の開催期間は平成23年2月20日（日）までとする。
（５）　研修会等の開催にあたっては、厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業による実施であることを明示し、日本対がん協会を共同開催者とすること。
５　選考方法
　　がん医療水準均てん化推進・研究成果等普及啓発専門委員会で選考します。
６　所要経費
　　研修会等開催に係わる必要経費は、１件70万円を上限とし、委員会で交付額
を決定の上、当協会から振り込みます。
７　応募手続き
（１）　応募先（申請書提出先）
〒100-0006　東京都千代田区有楽町２－５－１　有楽町マリオン１３階
財団法人日本対がん協会　がん臨床研究推進室
ＴＥＬ　03－5218－6051　　
ＦＡＸ　03－3215－0522
E-mail：  kinten@jcancer.jp
· この件の担当者は　菊池、山田と岩﨑です。
（2） 　応募方法
ア　申請は１開催につき１通としてください。
イ　「研修会開催申請書（がん臨床研究）（がん医療従事者向け）」または「研修会開催申請書（がん臨床研究）（専門分野研究者向け）」、「研修会開催計画」「発表・研修会経費申請書」に記入のうえ、協会あて郵送してください。　
応募文書は当協会ホームページ（http://www.jcancer.jp）よりダウンロードできます。
（３）　応募期限
平成22年6月11日（金）
８　決定通知
平成22年7月下旬頃申請者に通知します（予定）。
９　発表会の報告等　
開催者は、研修会終了後1カ月以内に「開催結果報告書」と「会計報告書」に収支の状況を明らかにする書類を添付して協会に提出してください。平成23年2月中に開催の場合は、報告書等提出期限は3月1日とします。報告書関係用紙は、後日採択者に送付します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       以上
